
復興農学会 会誌編集委員会規程 

 

2020 年 10 月 5 日制定 

 

（編集委員） 

第 1 条 本会に会誌編集委員（以下「編集委員」という。）を置く。任期は２年とする。ただ

し、再任を妨げない。編集委員は会長がこれを委嘱する。 

 

 （編集委員会の組織）  

第 2 条 復興農学会は会誌発行のため編集委員会を組織する。 

 

 （編集委員会）  

第 3 条 会長は、編集委員の中から会誌編集委員長 （「編集委員長」という。）を委嘱する。 

 

 （編集委員会の職務）  

第 4 条 編集委員会は、会誌の内容、体裁、投稿規定、原稿執筆規定、投稿原稿の採否・審

査、原稿の依頼など、会誌の編集・発行に関する業務・運営にあたる。編集委員会の業務・

運営経過は、これを非公開とする。  

 

第 5 条 編集委員長は、必要に応じ編集委員会を招集する。 

 


